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インターネットを使って

簡単に確定申告書を作成！
▶国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」で確定申告書が簡単
に作成できます。ぜひご利用ください。
▶確定申告の手続きの際に添付する「住
宅借入金等特別控除額の計算明細書」
も作成できます。
▶所得税の確定申告のほかに、収支内
訳書・青色申告決算書や、消費税の確
定申告も作成できます。

※利用するかたが安心して確定申告書等作
成コーナーをご利用いただけるように、セキ
ュリティーの確保には万全を期しています。

【ご利用メリット】
所定の手順に従って必要項目を

入力し、A4サイズの普通紙に印刷
すれば確定申告書が作成できます。
その申告書をそのまま提出できます
ので、税務署等で事前に申告書の
用紙を入手する必要はありません。
また、作成した確定申告書を添

付書類とともに郵送すれば、税務署
にお越しいただくことなく確定申告
の手続きが行えます。

▶申請者の最低限の資格
要件として、審査を受け
るためには、建設業にあ
っては次の①～⑦、建設
業以外の者は⑤・⑦の各
要件を備えていなければ
なりません。
① 申請する業種につい
て建設業法の許可を受け
ていること
（建設業法に規定）
② 申請する業種につい
て経営事項審査を受けて
いること
（建設業法に規定）
③ 中小企業退職金共済
制度、建設業退職金共済
制度または特定退職金共
済組合のいずれかに加入
していること
（国土交通省通達）
④ 労働者災害補償保険
に加入していること
⑤ 町税および公共料金・
県税・国税及び消費税を
完納していること
⑥ 常時連絡が取れる体
制にあること
（事務所に事務員を常駐
させていること）
⑦ 競争入札参加指名通
知の連絡を取るため、福
智町の執務時間を定める
規則（平成18年福智町
規則第1号）に規定する
執務時間内（午前 8時
30分～午後5時15分ま
で）に連絡が取れること。
※ 専任技術者において
は、3か月以上継続して
雇用していることが条件
になります。（雇用保険
等の写しを提出していた
だく場合があります）
※ FAX番号を必ず記入
してください。
※ 福智町完納証明は、
赤池支所→本庁の順で取
ってください。

問 福智町役場
　 財政課指導調整係
☎ 0947-22-7771
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オンラインでらくらく確定申告
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　町内建設業者

国税庁のホームページアドレス

http://www.nta.go.jpp g jp

確定申告書作成イメージ

1 ご自宅などで都合のいい時間に「国
税庁ホームページ」へアクセスし、「確

定申告書等作成コーナー」をクリック。

2 画面の手順に従って、必
要項目を入力していきます。

3 A4サイズの普通紙に印刷。カラ
ー印刷、白黒印刷どちらでもOK！

4 期日までに、所轄の税務署まで
郵送または持参してください。

申
告
書

問 田川税務署
☎0947-44-0430

※確定申告書等作成コーナーの操作に関するお問い
合わせは、ヘルプデスク　☎0570-039157　まで。

確定申告期間　2月16日 金 から

▶所得税・贈与税：3月15日 木 まで

▶消費税・地方消費税：4月2日 月 まで

平成19年度 福智町一般競争（指名競争）参加資格審査申請（指名願い）　　　　　の受け付け 
忘れずに！

▶建設工事に係る「町外業者の受付」も含めて、内容を福智
町公式ホームページに掲載しています。

http://www.town.fukuchi.lg.jp
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測量建設コンサルタント等（町内・町外）
物品等（町内・町外）


